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国立大学法人広島大学の年度評価実施要領 

（令和５年１月27日 学長決裁） 

本実施要領は、「令和４年度（第４期中期目標期間）以降の広島大学の評価制度の基本方針」（令和

３年 1 2月 27日）に基づき、各事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下「年度評価」とい

う。）について必要な事項を定める。 

１ 評価の概要 

(1)年度評価は、本学が独自に策定した各事業年度の年度計画についての「項目別評価」により実

施する。

(2) 「項目別評価」は、年度計画の記載項目ごとに主担当理事室等が自己点検・自己評価

を行い、これをもとに、評価委員会において検証・評価を行う。

(3)「項目別評価」の結果を踏まえつつ、評価委員会が総括する。

２ 項目別評価の方法 

(1)中期目標の大項目（Ⅰ 教育研究の質の向上、Ⅱ 業務運営の改善及び効率化、Ⅲ 財務内

容の改善、Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並

びに当該状況に係る情報の提供、Ⅴ その他業務運営に関する重要事項）の下に置かれた

項目の評価

①主担当理事室等による自己点検・自己評価

・業務実績報告書において、各年度計画の達成状況についてⅠ～ Ⅳの４段階で評価

する。

Ⅳ：年度計画を上回って実施している 

Ⅲ：年度計画を十分に実施している  

Ⅱ：年度計画を十分には実施していない 

Ⅰ：年度計画を実施していない 

・その際、各年度計画に設定された評価指標の達成状況を記載するとともに、判断

理由及び計画の実施状況を、簡潔に記述する（実施事項の網羅的な記載はしないも

のとする）。

・さらに、特記事項として、優れた実績・成果が認められる取組や未達成の事項の

ほか、当該実施年度以前に評価委員会から指摘された事項等がある場合はその対応

状況を記述する。

②評価委員会による自己評価の検証・評価

各年度計画について、主担当理事室等の自己評価を、指標の達成状況及び計画の

実施状況等から総合的に検証する。評価委員会による判定が主担当理事室等による

自己判定と異なる場合等には、コメントを付し、判断理由等を示す。

なお、第４期中期目標期間における国立大学法人評価の基本的な方向性とし

て、以下の方針が示されていることから、これに即した自己評価の検証・評価

を行うものとする。
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●評価指標の達成状況の評価 

実績等について、評価指標の達成水準に照らし、達成度に応じた評価を行う。

なお、国立大学評価委員会が「意欲的な評価指標」として指定した評価指標に

ついては、達成水準を満たせば、それ以外の評価指標が達成水準を満たした場

合よりも高く評価することとする。また、達成水準を満たしていない場合でも、

達成に向けた取組の改善や、これまでの取組に係る進捗を確認できた場合は、

それ以外の評価指標の達成状況と比して、不利な結果とならないようにする。 

●中期計画の達成状況の評価 

各中期計画に設定された評価指標の達成状況及び注目すべき優れた実績・成

果が認められる取組等の有無に基づき、段階別の評価を行う。ただし、全ての

中期計画に評価指標を設定することが義務付けられた趣旨に鑑み、評価指標の

達成状況に重点を置いた評価を行うことを基本とする。 

（R4.5.25 国立大学法人評価委員会） 

 

 

(2) 「Ⅵ その他」の項目の評価 

①主担当理事室による自己点検 

業務実績報告書において、年度計画ごとに自己点検を行い、取組の定量的・客観

的な実施状況を、簡潔に記述する（すべての実施事項の網羅的な記載はしない）。

なお、特記事項として優れた実績・成果が認められる取組や未実施の事項のほか、

当該年度以前に評価委員会から指摘された事項等がある場合はその対応状況を記述

する。 

②評価委員会による実施状況の確認 

業務実績報告書に基づき、各年度計画の実施状況を確認し、特筆すべき点や遅れ

ている点がある場合は、意見を記述する。 

 

３ 評価委員会による評価の総括 

(1) 自己点検・評価結果の概況 

 年度計画ごとの評価と特記事項の記述をもとに、中期目標の項目ごとの達成状

況について、以下の６段階で評定を行う。 

 

評定 判断基準（目安） 

特筆すべき進捗状況にある 評価委員会が特に認める場合 

計画以上の進捗状況にある すべてⅣ又はⅢかつ計画以上の進捗状況が認められ

る場合 

順調に進んでいる すべてⅣまたはⅢ 

おおむね順調に進んでいる Ⅳ又はⅢの割合が９割以上 

遅れている Ⅳ又はⅢの割合が９割未満 

重大な改善事項がある 評価委員会が特に認める場合 

 

(2) 講評 

 中期計画の進捗状況全体について講評を行う。その際、当該年度の特筆すべき

点や注目すべき取組を取り上げるものとし、また、中期計画の進捗において遅れ

が認められる場合にはこれを指摘し、改善を促すものとする。 
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４ その他 

本実施要領を踏まえつつ、具体的な評価方法等については必要に応じ修正等を加える

ものとする。また、本実施要領については、年度評価の実施結果等を踏まえ、見直し・

改善等を図るものとする。 


